
議 案 第 ８ ９ 号

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 別 紙 の と お り 改 正 す る 。

         令 和 ３ 年 １ １ 月 ２ ６ 日 提 出

              亀 山 市 長   櫻 井 義 之

別 紙

亀 山 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

提 案 理 由

条 例 の 改 正 に つ い て 、 地 方 自 治 法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 の 規 定 に

よ り 議 会 の 議 決 を 求 め る 。



 

 

亀山市条例第    号  

 

亀山市国民健康保険条例の一部を改正する条例  

 

 亀山市国民健康保険条例（平成１７年亀山市条例第９５号）の一

部を次のように改正する。  

第４条第１項中「４０万４，０００円」を「４０万８，０００円」

に改める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この条例による改正後の第４条第１項の規定は、この条例の施

行日の日以後の出産から適用し、同日前における出産については、

なお従前の例による。  
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